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群馬県企業局（以下「企業局」という。）の電気事業においては、老朽化した電話設備の更新と合わせ

て、保守に係る負担の軽減や業務効率の向上、多様な働き方に対応することを目的に、クラウド型電話

交換機(以下「クラウドＰＢＸ」という)を導入する。 

企業局では、職員が執務を行う庁舎のほかに、水力発電所とその関連施設、ダム管理所など一般的な

事務庁舎と異なる施設を有する。そのため、本事業の目的や構築方針を十分に理解したうえで最適な提

案を行うことができる事業者を募集し、高い技術力や豊富な経験を有する者と契約するため、企画提案

により優先交渉者を決定する。 

この実施要領は、本事業に係る企画提案の実施にあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 事業内容 

(1) 件名 

管理総合事務所等クラウド型電話交換機導入事業 

 (2) 調達方法 

   公募型プロポーザル方式 

(3)  事業内容及び契約の条件等 

仕様書のとおり。なお、プロポーザル方式であるため、詳細については協議による。 

  

２  契約・サービス提供期間 

契約期間 契約日を含む月から６０ヵ月間 

サービス提供期間(予定)  準備期間を３ヵ月として契約期間から３ヵ月を差し引いた５７ヵ月間 

 

３ 支払限度額 

  本事業の支払限度額は、次のとおり。 

支払限度額：２９,０００,０００円 ※金額は消費税相当額を含む。 

 (内訳 令和８年度構築費等 初期費用      １１,０００,０００円 

           ５７ヵ月分の月額利用料         １８,０００,０００円) 

   ※月額利用料に通話や通信に係る通信回線事業者の料金は含まない。 

 

４ 参加資格 

  次に掲げる事項のいずれも満たすこと。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き、更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であるこ

と。ただし、手続開始の決定後に、プロポーザルに参加する資格に支障がないと認められる者は、

この限りでない。 

(3) この公告の日から優先交渉者を選定する日までの間において、規則第１７０条第２項及び群馬県

企業局財務規程（昭和３９年企業管理規程第５号）第１３２条の３２第３項の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

(4) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表

者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為
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の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者をいう。）でないこと。 

 

５ 参加条件 

(1) 参加者は、本事業を行う能力を有する単独企業とする。 

(2) 契約期間中において、継続的に維持管理、保守及び保証を行うことができ、そのための部品や代

用品等の供給ができる者であること。 

 

６ 実施スケジュール 

 (1)  企画提案募集開始        令和８年６月１２日（金） 

(2)  質問票提出期限         令和８年６月２２日（月） 午後５時必着 

(3)  質問に対する回答        令和８年６月２５日（木） 午後５時までに公表 

 (4) 参加表明書提出期限       令和８年６月２６日（金） 午後５時必着 

（5） 参加資格確認結果通知      令和８年７月 ８日（水） 

(6)  企画提案書等提出期限      令和８年７月２１日（火） 午後５時必着 

(7) 第１次審査の結果通知      令和８年７月２８日（火）【予定】 

(8)  第２次審査（選考審査会）    令和８年８月４日（火）及び５日（水） 日時は別途指定。 

(9)  優先交渉者の決定及び通知    令和８年８月１２日（水）【予定】 

 

７ 事務局（書類提出先及び連絡先） 

〒３７１－０８５４  

群馬県前橋市大渡町一丁目１０－７ 群馬県公社総合ビル３階 

群馬県管理総合事務所 運転制御部 保安係 

電話番号   ０２７－２５５－１６６６ 

電子メール  kansou-hoan@pref.gunma.lg.jp 

 書類の提出方法は、電子メールを基本とし、電子メール以外の手段により提出する場合は、事前

に事務局に連絡すること。書類を提出した場合は、提案事業者が事務局に対して受信確認を行うこ

と。受信確認にあたっては、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間に連絡すること。書類を提出する際は件名を「提案事業者名/クラウド型電話交換

機導入事業に関する（書類名）提出」とし、（書類名）に提出する書類名を記載すること。 

 

８ 参加資格確認 

企画提案への参加を希望する事業者（以下「提案事業者」という。）は、次のとおり、参加資格に 

係る書類を提出すること。  

(1) 提出書類 

・秘密保持に関する誓約書【様式１】       ［１部］ 

・参加資格確認資料送付書【様式２】       ［１部］ 

・参加資格確認資料【様式３】             ［１部］ 

・導入実績一覧【様式４】             ［１部］ 

mailto:kansou-hoan@pref.gunma.lg.jp
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(2) 提出期限 

令和８年６月２６日（金）午後５時 必着 

(3) 提出方法及び提出先 

「７ 事務局」記載のとおり。 

(4) 提出書類の取扱い 

・提出された書類は返却しない。 

・提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがある。 

・提出書類は、情報公開の請求により群馬県情報公開条例（平成１２年群馬県条例第８３号。以下

「条例」という。）に基づき、条例の定める非開示情報を除き、開示することがある。 

 なお、以降の提出書類についても同様である。 

(5)  注意事項 

・書類の作成、提出、プレゼンテーションへの参加に要する経費は、提案事業者の負担とする。 

・提案事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後に虚偽 

の記載があることが判明した場合は、契約を解除することがある。 

・書類の提出後に辞退する場合には、速やかに「７ 事務局」へ連絡するとともに、「辞退届【様

式６】」を提出すること。 

 

９ 質問受付 

次のとおり、質問を受け付ける。 

(1) 受付期間 

令和８年６月１２日（金）～６月２２日（月）午後５時 必着 

(2) 質問様式 

質問票【様式５】によること。 

(3) 質問方法 

電子メールによること。提出期限までに、提案事業者が受信確認をしたものを有効とする。 

※件名は「提案事業者名/クラウド型電話交換機導入事業に関する質問」とすること。 

(4) 提出先 

「７ 事務局」記載のとおり。 

(5) 質問への回答 

・質問に対する回答は、質問した事業者名の情報を除き、令和８年６月２５日（木）午後５時ま

でに群馬県のホームページにて公表する。 

 

１０ 企画提案書の提出 

参加資格確認結果通知を受けた提案事業者は、次のとおり、企画提案に係る書類を指定した部数

提出すること。 

(1) 提出書類 

書類は、すべて電子データ（PDF形式）での提出とする。 

・企画提案書送付書【様式７】  ［１部］ 

・企画提案書（任意様式）    ［１部］ 

・提案見積書（任意様式）    ［１部］ 
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(2)  提出期限 

令和８年７月２１日（火） 午後５時 必着 

(3) 企画提案書の作成 

企画提案書の様式について 

・企画提案書等にはページ番号を表示すること。 

・用紙はＡ４判とし、カラーも可能とする。 

・企画提案書は、本募集要項「１１ 審査方法等」の「(2)第２次審査(プレゼンテーション・

デモンストレーション)」にある「ア  審査項目及び配点」に記載された審査項目の順に従って

作成すること。 

（4） 提案見積書（任意様式） 

 提案見積書は、任意の様式に漏れなく記載すること。 

なお、以下の内容を含めた金額(消費税相当額を含む)とする。 

・令和８年度の構築費等に係る初期費用(工事費や設定費用等)。 

   ・サービス提供期間(予定)である５７ヵ月分の月額利用料。 

   ・見積書には内訳を記載すること。 

   ・設定変更等に係る費用等について、決められたものがあれば記載すること。 

   ・見積書の宛名は「群馬県管理総合事務所長 森 隆一」とすること。 

(5)  提出方法及び提出先 

「７ 事務局」記載のとおり。 

(6)  提出書類の取扱い  

・提出された書類は返却しない。  

・提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがある。  

・提出書類は、情報公開の請求により条例に基づき、条例の定める非開示情報を除き、開示すること

がある。  

(7)  注意事項  

・書類の作成・提出に要する経費は、提案事業者の負担とする。また、プレゼンテーションへの参加

に要する経費も同様とする。  

・提案事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後に虚偽の

記載があることが判明した場合は、契約を解除することがある。  

・書類の提出後に辞退する場合には、速やかに「７ 事務局」へ連絡するとともに、「辞退届【様式

６】」を提出すること。 

 

１１ 審査方法等 

   第１次審査及び第２次審査により、企画提案書を審査する。 

   なお、参加者が５者以下の場合は第１次審査(書面審査)を省略し、有効な企画提案書を提出した

すべての提案事業者が第１次審査を通過したものとし、第２次審査を実施する。 

ただし、要件を満たさない提案又は提出書類に不備がある提案は評価の対象としない。 

（1） 第１次審査(書面審査) 

ア 審査項目及び配点 

第１次審査の評価点の合計点数は５０点とし、各項目の配点は以下のとおりとする。 
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イ 審査方法 

・提案書評価審査 

提出された企画提案書に基づき採点する。評価については、企業局が別途定める基準により選

定委員会の委員が評価項目単位で設けられる配点に応じて採点する。 

（2） 第２次審査(プレゼンテーション・デモンストレーション)  

ア  審査項目及び配点 

第２次審査の評価点の合計点数は１８０点とし、各項目の配点は以下のとおりとする。 
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イ 審査方法 

・プレゼンテーション及びデモンストレーション評価審査 

企画提案書に係るプレゼンテーション及びデモンストレーションを行い、操作性、利便性、冗

長性等の観点から評価項目に基づき評価を行う。なお、第２次審査への出席者は５名以内とす

る。第２次審査に使用する機器として、モニターまたはプロジェクター及びＨＤＭＩケーブル、

電源については企業局で準備する。その他、使用するパソコン等の機器類は参加者が準備する

こと。また、説明は事前に提出した資料により行うものとし、審査当日における資料の追加配

布は認めない。 

     ・審査員 

     選定委員会の委員または委員長が指定する職員 

    ウ  第２次審査日程 

・審査日時  

令和８年８月４日(火)及び８月５日（水）とし、後日、企業局が日時を指定する。詳細について

は、別途通知する。 

・時間 

       各参加者の所要時間は４０分以内とし、以下の時間配分で実施する。 

    準備                      （５分） 

プレゼンテーション及びデモンストレーション （２０分） 

ヒアリング              （１０分） 

    片付け               （５分） 

 

１２ 選考結果 

「管理総合事務所等クラウド型電話交換機導入事業公募型プロポーザル方式選定委員会」（以下、

「選定委員会」という）において、企画提案書、第１次審査及び第２次審査を踏まえて選考を行う。 

(1) 企画提案書を提出した者の中から、第２次審査の評価点が最上位である者を１者特定し、優先交

渉者とする。なお、評価点が最上位である者が２者以上あるときは、価格評価の得点が高いもの

を優先交渉者とする。なお、参加者が１者のみの場合であって、企画提案書の内容を審査し、そ

の評価が配点の６割以上を満たしている場合は、優先交渉者とする。 

(2) 特定された者には、書面（特定通知）をもって通知する。また、特定されなかった者に対しては、

特定されなかった旨を、書面をもって通知する。 

(3) 上記(２)の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日条例第１条第

１項に規定する休日(以下、「行政機関の休日」という。）を除く)以内に、書面（様式は自由）に

より、非特定理由について説明を求めることができる。 

(4) 上記(３)についての回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（行

政機関の休日を含まない。）以内に、書面により行う。 

(5) 非特定理由の説明請求 

・受付時間  

行政機関の休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間。 

・受付場所  

「７ 事務局」に示す連絡先に持参、または電子メールにより提出すること。 
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１３ 失格条項 

   次のいずれかに該当する場合は、該当する提案事業者を失格とする。 

    ・提出書類に虚偽の記載がある場合 

    ・本プロポーザルに関して、選定委員会の構成員と接触があった場合 

    ・参加表明書の提出後から契約締結までの間に、国または地方公共団体から指名停止措置をう

けた場合 

    ・審査の公平性に影響を与えることがあった場合 

    ・本実施要領に定める事項に違反すると認められた場合 

    ・支払限度額を超える見積書を提出した場合 

    ・その他、選定委員会が失格と判断した場合 

 

１４ 契約 

企業局は優先交渉者と企画提案に基づき、内容及び仕様の調整等の交渉を行った上で、改めて見

積書の提出を依頼し、価格面での要件が整った場合は、契約を締結するものとする。 

なお、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、審査において次点とされた者と交渉する場合

がある。 


